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No. 624

　ホームページが新し
くなりました。
　24時間、いつでも
ご意見をお待ちしてい
ます。
　ぜひ、ご利用くださ
い。

升潟小学校の５年生が額に汗して
稲刈りを行いました。

・胃がん検診と大腸がん検診のお知らせ

・新潟地域合併問題協議会終了

・平成14年度西川町一般会計決算

・平成14年度西川町特別会計決算

・町職員の給与等を公表します

・街かどスケッチ
　　・「敬老会」ほか

・お知らせ・情報
　　・「消費税が変わります 」ほか

・ウォーキングコースの紹介 ①

・町民のうごき
　　・「わたしの作品」「わが家の人気者」ほか

■発行／西川町役場
　〒959-0492
　新潟県西蒲原郡西川町大字
　旗屋585ー1
　 ☎ 0256ー88ー3111
　  0256ー88ー7491

■編集／企画課・企画広報係

　　ホームページアドレス
http://www.town.nishikawa.
niigata.jp/

　　メールアドレス
kikaku＠town.nishikawa.
niigata.jp

!!
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胃
・
大
腸
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

      

受
診
票
に
つ
い
て 

　
今
回
の
受
診
票
は
、
先
に
調
査

し
た
「
健
康
診
査
希
望
調
査
票
」

で
胃
部
検
診
を
受
診
希
望
さ
れ
た

方
お
よ
び
平
成
15
年
度
で
50
歳
に

達
す
る
方
に
お
届
け
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
受
診
を
希
望
さ
れ
な
か

っ
た
方
で
も
受
診
で
き
ま
す
の
で

会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

検
診
期
間 

　
下
表
の
と
お
り 

 

検
診
費
用 

　
無
　
料 

 

検
診
結
果 

　
結
果
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
１

か
月
後
に
受
診
者
全
員
に
通
知
し

ま
す
。 

 

そ
の
他 

・
受
診
前
日
の
夕
食
は
、
午
後
８

時
こ
ろ
ま
で
に
済
ま
せ
、
受
診

当
日
は
朝
か
ら
検
査
終
了
ま
で

食
事
・
水
・
タ
バ
コ
・
薬
な
ど

口
に
す
る
も
の
は
一
切
と
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。 

・
上
半
身
は
脱
ぎ
や
す
い
衣
類
を

着
て
き
て
く
だ
さ
い
。（
ボ
タ
ン

ホ
ッ
ク
類
の
な
い
肌
着
は
着
用

し
た
ま
ま
検
査
で
き
ま
す
。） 

  
 

 
　
受
診
希
望
者
に
は
各
地
区
の
保

健
委
員
か
ら
検
査
容
器
２
個
と
問

診
票
（
個
人
記
録
票
）
が
配
布
さ

れ
ま
す
。
（
容
器
代
４
０
０
円
を

い
た
だ
き
ま
す
。
） 

　
提
出
当
日
と
前
日
の
２
回
の
大

便
を
そ
れ
ぞ
れ
の
容
器
に
採
取
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
採
取
か

ら
提
出
ま
で
期
間
が
開
き
ま
す
と

検
査
不
能
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

 

提
出
期
間 

　
10
月
17
日（
金
）か
ら
23
日（
木
）

ま
で
の
午
前
７
時
か
ら
10
時
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
日
曜

日
は
提
出
で
き
ま
せ
ん
。
） 

　
胃
が
ん
検
診
も
受
診
さ
れ
る
方

は
、
受
診
の
際
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
期
間
中
に
取
れ
な
か
っ
た

方
は
、
10
月
27
日（
月
）の
午
前
中

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

検
診
結
果 

　
結
果
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
１

か
月
後
に
受
診
者
全
員
に
通
知
し

ま
す
。 

 

問
い
合
わ
せ 

　
保
健
福
祉
課
保
健
衛
生
係 

　
　
内
線
１
４
４
・
１
４
５ 

︻
胃
が
ん
検
診
︼

︻
大
腸
が
ん
検
診
︼

該当の日程で受診できない方は、都合のよい日に受診してください。

月　　日

会　　場

午前7時00分〜10時00分

(保健センター開場は、午前6時30分になります。)

10月17日(金)

保健センター

上組・中作・中村・三ツ屋・下組

升潟団地・新田・大潟・浦村・大関

升岡・升岡団地・川西・与兵衛野

堀上・貝柄・三角野

10月18日(土)

保健センター

押付団地・美里・槇島団地・川崎団地

学校町・水道町・新栄町

10月20日(月)

保健センター

　第一区・　第二区・　第三区

一番町・二番町・三番町・四番町

10月21日(火)

保健センター

朝日町・千隈町・藤見町・大正通

旗屋・松崎・六分・見帯・善光寺

10月22日(水)

保健センター

五番町・六番町・七番町・八番町

九番町・東町・桑山・新川

10月23日(木)

保健センター

押付・矢島・天竺堂・真田・槇島

西汰上・中島・下山・川崎・平野

なるべくそのまま受診できる服装でお出かけください。

女性は
上にカーディガン
などを羽織っていく
と便利ね

ブラジャーはとって
おいてください

ゴムプリントの
ないTシャツや
薄い肌着など

ファスナーやボタン
のないトレーニング
ズボン（少し下げて
いただくことがあり
ます）

　こんな服装は着替えが必要です

・ボタン・金具のある服やブラ
　ジャーなど
・ジーパンなどファスナー・ボ
　タンのついているズボンやス
　カート

　こんなところで嫌な
　　　　思いをしていませんか

・必要がないと思ったのに「着
　替えてください」と言われた。
・撮影の途中で、ズボンやスカ
　ートを下げるように言われた。
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　9月29日、第9回目の新潟地域合併問題協議会が開催されました。　
今回は、「地方税の取扱い」「地域審議会に関する主要項目」「特別職の職員の取扱い」「合併建設計画」
が決定されたほか、「合併後の支所組織について」の報告がされました。
　なお、今回の協議会で任意の協議会が終了しました。

　10ある税のうち4つの税については、不均一課税を適用し、その他の税については、新潟市に統一
することに決定しました。（なお、統一する税は新潟市と税率が現在同じものです。） 

地方税の取扱い

税　　目

個人市町村民税

法人市町村民税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

鉱 産 税

市町村たばこ税

特別土地保有税

入 湯 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

調　　整　　方　　針

新潟市の制度に統一する。 
ただし、均等割については、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、市町村
の合併の特例に関する法律第10条第1項の規定により、不均一の課税をする。なお、この場合、合
併年度及びこの翌年度は現行のとおりとし、それに続く2年度は500円加算した税額とする。 

新潟市の制度に統一する。 
ただし、法人税割については、新潟市より税率が低い場合は、合併が行われた日の属する年度及び
これに続く3年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項の規定により、不均一の
課税をする。なお、この場合、合併年度及びこれに続く3年度は現行のとおりとする。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度に統一する。 

新潟市の制度を適用する。 
ただし、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、市町村の合併の特例に関する
法律第10条第1項の規定により、課税をしないこと又は不均一の課税をすることとする。なお、この
場合、合併年度及びこれに続く2年度は課税をしないこととし、その翌年度は2分の1の税率とする。 

新潟市の制度に統一する。 
ただし、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、市町村の合併の特例に関する法
律第10条第1項の規定により、課税をしないこと又は不均一の課税をすることとする。なお、この場合、
合併年度及びこの翌年度は現行のとおりとし、それに続く4年度は段階的に調整した税率とする。 
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税　　目 

 

 

 
個人市町村民税 
（ 均 等 割 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法人市町村民税 
（法人税割）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 業 所 税  

調　整　方　針 市町村 現行 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

税　　目 

 

 

 

 

 
都市計画税 

調整方針 市町村 平成18年度 平成19年度 平成17年度 現行 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

新潟市の制度に統一する。  
ただし、均等割については、合併
が行われた日の属する年度及びこ
れに続く3年度に限り、市町村の
合併の特例に関する法律第10条第
1項の規定により、不均一の課税
をする。 
なお、この場合、合併年度及びこ
の翌年度は現行のとおりとし、そ
れに続く2年度は500円加算した
税額とする。 

新潟市の制度に統一する。  
ただし、法人税割については、新
潟市より税率が低い場合は、合併
が行われた日の属する年度及びこ
れに続く3年度に限り、市町村の
合併の特例に関する法律第10条第
1項の規定により、不均一の課税
をする。 
なお、この場合、合併年度及びこ
れに続く3年度は現行のとおりと
する。 

新潟市の制度を適用する。  
ただし、合併が行われた日の属す
る年度及びこれに続く3年度に限り、
市町村の合併の特例に関する法律
第10条第1項の規定により、課税
をしないこと又は不均一の課税を
することとする。 
なお、この場合、合併年度及びこ
れに続く2年度は課税をしないこ
ととし、その翌年度は2分の1の税
率とする。 

新潟市の制度に統
一する。  
ただし、合併が行
われた日の属する
年度及びこれに続
く5年度に限り、
市町村の合併の特
例に関する法律第
10条第1項の規定
により、課税をし
ないこと又は不均
一の課税をするこ
ととする。 
なお、この場合、
合併年度及びこの
翌年度は現行のと
おりとし、それに
続く4年度は段階
的に調整した税率
とする。 

新潟市 

新津市 

他11市町村 

3,000円 

2,500円 

2,000円 

14.7％ 

12.3％ 

13.5％ 

新潟市、新津市 
白根市、豊栄市 
横越町、岩室村 
月潟村 

白根市、西川町 
岩室村、味方村 
潟東村、月潟村 
中之口 

新津市、 
小須戸町、 
横越町 

小須戸町、西川町 
味方村、潟東村 
中之口村 

亀田町 

新潟市 

新潟市 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

12市町村 課税なし 

3,000円 

2,500円 

2,000円 

14.7％ 

12.3％ 

13.5％ 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

課税なし 

3,000円 

3,000円 

2,500円 

14.7％ 

12.3％ 

13.5％ 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

課税なし 

3,000円 

3,000円 

2,500円 

14.7％ 

12.3％ 

13.5％ 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

3,000円 

3,000円 

3,000円 

14.7％ 

14.7％ 

14.7％ 

0.28％ 

豊栄市 0.28％ 

亀田町 0.28％ 

0.28％ 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

資産割 
300円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.125％ 

資産割 
600円/㎡
従業者割 
給与総額の 
0.25％ 

課税なし 
（ただし、市街 
化区域が設定 
された場合は、 
0.28％） 

0.28％ 

0.25％ 

0.22％ 

0.22％ 

課税なし 
（ただし、市街 
化区域が設定 
された場合は、 
0.22％） 

0.28％ 

0.25％ 

0.20％ 

0.16％ 

課税なし 
（ただし、市街 
化区域が設定 
された場合は、 
0.16％） 

0.28％ 

0.25％ 

0.20％ 

0.11％ 

課税なし 
（ただし、市街 
化区域が設定 
された場合は、 
0.11％） 

0.28％ 

0.25％ 

0.20％ 

0.05％ 

課税なし 
（ただし、市街 
化区域が設定 
された場合は、 
0.05％） 

0.28％ 

0.25％ 

0.20％ 

0.00％ 

課税なし 

0.28％ 

0.25％ 

0.20％ 

課税なし 

課税なし 
（白根市は15 
年度で廃止 
予定） 

＊法人市民税（法人税割）：新潟市は資本金1,000万円未満、法人税額210万円未満の法人は13.5％を適用 
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　地域審議会については、第5回協議会で新潟市を除く各市町村に設置することで決定していまし
たが、この度、その審議会の主要な項目が決定されました。 

　なお、この項目以外の細かな事項については、法定協議会等で決める予定となっています。 

地域審議会に関する主要項目について

　町長をはじめとする町三役および教育長の身分の取り扱いと、行政委員会（教育委員会・選挙管
理委員会・公平委員会（当町なし）・固定資産評価審査委員会）および監査委員並びにその委員の取
り扱いについて、次のとおり決定しました。 

地域審議会に関する主要項目
 
（設置期間）
地域審議会を設置する期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。ただし、地方自治法（昭和22
年法律第67号）第252条の19第1項の指定都市の指定があった場合においては、当該指定の日の前日まで
とする。指定日以後は、行政区ごとに審議会に代わる新たな附属機関を置くものとする。  
 
（所掌事務）
審議会は、その所管する区域（以下「所管区域」と言う。）に係る次に掲げる事項について市長の諮問に応
じて審議し、答申するものとする。 
（１）合併建設計画の執行状況 
（２）合併建設計画の変更 
（３）所管区域のまちづくり計画の策定及び変更に関する事項 
（４）その他、市長が必要と認める事項 
２　審議会は所管区域に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。 
 
（組　　織）
審議会の委員は、30人以内をもって組織する。 
２　委員は、所管区域に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。 
（１） 公共的団体等を代表する者 
（２） 学識経験者 
（３） 公募により選任された者 
 
（任　　期）
委員の任期は2年とする。 
２　委員の再任は妨げないものとする。 

特別職の職員の取扱い

項　　　目

三役及び教育長の身分の取扱い

行政委員会及び監査委員並びに
その委員の身分の取扱い

調　　整　　方　　針

新津市、白根市、豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、西川町、味方村、潟東村、
月潟村及び中之口村の三役及び教育長は失職とする。 
なお、当該市町村長は、原則として地域審議会の委員とするが、その具体的な取扱い
については、合併関係市町村の長が別に協議して定める。 
また、当該市町村の助役、収入役及び教育長の身分の取扱いについては、合併関係市
町村の長が別に協議して定める。 

新津市、白根市、豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、西川町、味方村、潟東村、
月潟村及び中之口村に置かれている行政委員会及び監査委員は廃止し、その委員は
失職とする。 
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　合併建設計画については、協議会でさまざまな意見が出されていたこと、および県事業の関係が
まとまったことから、修正された計画案が示され、修正どおりの案で決定しました。 
　なお、当町に関係のある建設計画のうち、9月10日号でお知らせした事業の中で、次の事業（県事
業）については、建設計画としないこととなりました。 
○ 主要地方道白根西川巻線　鎧湖橋架設工事  
○ 一般県道五千石巻新潟線（西川コミュニティロード） 
　（※既存商店街の県道について歩行者尊重道路とするための道路整備） 
○ 一般県道五千石巻新潟線道路改良（天竺堂地内） 
　（※歩道整備を含めた道路改良工事） 

　なお、このたびの建設計画には掲載されませんが、政令指定都市になった場合は、県道について
市が整備することが可能となることから、鎧湖橋架設工事および天竺堂地内の道路改良工事の２つ
の事業については、政令指定都市になった場合に、優先的に検討する事業となります。 

合併建設計画について

　合併後の支所組織については、住民サービスに重要な事項であり、このたび、その案が示され、次
のとおり決定しました。 

１合併後の各市町村の行政機構および組織について

　合併後の各市役所、町村役場は支所とする。

２支所組織体制および事務処理体制について

　（１）支所組織体制 
　各支所は、合併前の行政サービス水準を確保するため、現市町村の組織を考慮した組織体制とする。 
　（２） 事務処理体制 
㈰窓口部門［住民課、税務課、保健福祉課、産業課（農業・商工業・観光）、建設課など］
　現在、実施している各市町村の事務は、合併後の支所において取り扱いできることとする。 
　また、合併後に生じる新たな事務（中核市事務・新潟市単独事務）で、住民に直接関わりのある事
務については、可能な限り支所で取り扱いできるよう検討する。 

㈪内部管理部門［総務課（組織・人事・契約など）、企画課、財政課など］
　管理部門は、原則、統廃合の方向で検討する。 
　ただし、統廃合にあたっては、合併前の市町村と比べて支所機能が低下しないよう考慮した組織
体制とする。 

㈫各行政委員会［教育委員会、選挙管理委員会など］
　各行政委員会は、統廃合する。 
　ただし、住民に直接関わりのある窓口をもつ行政委員会事務局は、事務所（教育事務所など）の
設置などの方法を検討する。 

３支所の権限について

　支所の専決権限（人事、財政、契約など管理部門の権限も含む）については、支所に一定の権限を
付与する方向で、今後、策定する具体的な行政制度の調整方針案と並行して検討する。 
　 
　　ということで決定されましたが、更に具体的な支所機能については、今後協議され決定されま
すので、決定され次第、住民の皆さんにお知らせしていきます。 

合併後の支所組織について
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平成14年度の決算が、町議会9月定例会において認定されましたので、お知らせします。

     

歳
入
総
額
は
、
46
億
4,
5
5
8

万
1
千
円
で
、
前
年
度
と
比
べ
て

5,
2
7
2
万
9
千
円
（
1
・
1
％
）

の
減
と
な
り
ま
し
た
。 

歳
入
決
算
額
の
構
成
比
を
み
る

と
、︵
図
ー
1
︶
の
と
お
り
、
町
税

や
繰
越
金
な
ど
の
自
主
財
源
は
39

・
７
％
で
、
地
方
交
付
税
や
国
庫

支
出
金
な
ど
の
依
存
財
源
が
60
・

3
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

自
主
財
源
は
、
前
年
度
に
比
べ

構
成
比
で
、
0
・
4
％
の
増
と
な

り
ま
し
た
。 

前
年
度
と
比
較
し
て
増
減
の
大

き
か
っ
た
も
の
は
、
地
方
交
付
税

が
１
億
8,
0
5
4
万
5
千
円
の

減
、
繰
越
金
が
3,
7
2
9
万
3

千
円
の
減
、
利
子
割
交
付
金
が

3,
5
0
8
万
6
千
円
の
減
、
町

債
が
１
億
7,
8
5
0
万
円
の
増
、

繰
入
金
が
5,
4
7
2
万
9
千
円

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

町
債
に
つ
い
て
は
、
西
川
荘
等

改
築
事
業
債
２
億
円
、
臨
時
財
政

対
策
債
1
億
7,
9
7
0
万
円
、

減
税
補
て
ん
債
1,
3
9
0
万
円
、

農

地

防

災

排

水

事

業

債

1,
0
7
0
万
円
な
ど
の
借
入
れ

を
し
ま
し
た
。 

地方交付税
15億6,006万2千円

（33.6％）

町債
4億1,090万円

（8.8％）

県支出金
4億477万1千円

（8.7％）
国庫支出金

1億5,828万5千円
（3.4％）

依存財源
28億81万9千円

（60.3％）

自主財源
18億4,476万2千円

（39.7％）

地方譲与税
9,081万2千円

（2.0％）

地方消費税交付金
8,619万8千円

（1.9％）

その他交付金
8,979万1千円

（1.9％）

その他
1億879万4千円

（2.3％）

諸収入
1億2,150万7千円

（2.6％）

分担金及び負担金
1億4,194万9千円

（3.1％）

繰入金
1億5,609万4千円

（3.4％）

繰越金
2億7,507万1千円

（5.9％）

町税
10億4,134万7千円

（22.4％）

歳
入
の
状
況 
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一
般
会
計
決
算
状
況

     

歳
出
総
額
は
、
43
億
6,
9
6
0

万
円
で
前
年
度
と
比
べ
て
、

5,
3
6
3
万
9
千
円
（
1
・
2
％
）

の
減
と
な
り
ま
し
た
。 

歳
出
決
算
額
の
構
成
比
を
目
的

別
に
み
る
と
、︵
図
ー
2
︶
の
と
お

り
、
民
生
費
の
占
め
る
割
合
が
一

番
高
く
、
次
い
で
公
債
費
、
衛
生
費
、

農
林
水
産
業
費
、
総
務
費
の
順
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

民
生
費
に
つ
い
て
は
、
介
護
予

防
拠
点
施
設
整
備
事
業
に
係
る
経

費
な
ど
に
よ
り
、
1
億
9
1
3
万

3
千
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
性
質
別
に
み
る
と
、︵
図

ー
3
︶
の
と
お
り
補
助
費
等
の
占

め
る
割
合
が
一
番
高
く
、
次
い
で
、

普
通
建
設
事
業
費
、
人
件
費
、
物

件
費
、
公
債
費
、
扶
助
費
の
順
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

歳
出
の
状
況 
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補助費等
19.5％

普通建設事業費
17.5％

人件費
17.5％

物件費
14.4％

公債費
13.5％

扶助費
9.0％

繰出金
5.3％

その他
3.3％

●
議
会
費

　
・
会
議
録
作
成
委
託
料 

　
・
議
会
だ
よ
り
発
行
事
業 

 

●
総
務
費

　
・
広
報
発
行
費 

　
・
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
委
託
料 

　
・
天
竺
堂
集
落
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
金 

　
・
研
修
事
業
助
成
金 

　
・
時
代
激
ま
つ
り
補
助
金 

 

●
民
生
費

　
・
西
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金 

　
・
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
金 

　
・
国
保
繰
出
金
（
基
盤
安
定
・
財
政
安
定
化
な
ど
） 

　
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
運
営
委
託
料 

　
・
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
委
託
料 

　
・
老
人
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
委
託
料 

　
・
外
出
支
援
巡
回
バ
ス
委
託
料 

　
・
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
運
営
委
託
料 

　
・
老
人
牛
乳
助
成
金 

　
・
寝
た
き
り
老
人
等
介
護
手
当
支
給
事
業
助
成
金 

　
・
寝
た
き
り
老
人
等
紙
お
む
つ
支
給
事
業
助
成
金 

　
・
介
護
保
険
繰
出
金
（
保
険
給
付
費
・
事
務
費
） 

　
・
西
川
荘
等
改
築
事
業 

　
・
西
川
荘
管
理
費 

　
・
介
護
予
防
拠
点
施
設
整
備
費 

　
・
児
童
手
当 

　
・
保
育
所
運
営
費
委
託
料 

　
・
未
満
児
保
育
促
進
事
業
補
助
金 

　
・
延
長
保
育
促
進
事
業
補
助
金 

 

●
衛
生
費

　
・
基
本
健
康
診
査
委
託
料 

　
・
巻
町
外
三
ヶ
町
村
衛
生
組
合
負
担
金 

　
・
幼
児
医
療
費
助
成
金 

　
・
老
人
保
健
特
別
会
計
繰
出
金 

　
・
合
併
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
費
補
助
金 

　
・
ご
み
収
集
業
務
等
委
託
料 

　
・
し
尿
収
集
運
搬
委
託
料 

 

    

１
９
８ 

２
１
５   

６
２
７ 

５
１
１ 

２
５
０ 

１
５
５ 

７
５
０   

１,
６
６
１ 

１,
３
０
０ 

５,
３
３
７ 

７,
６
４
７ 

６
６
０ 

７
２
０ 

４
０
０ 

５
９
０ 

１,
９
３
５ 

７
８
２ 

６
５
７ 

９,
３
４
７ 

２
億
９,
２
１
６ 

１,
３
５
７ 

７,
６
９
７ 

３,
９
６
１ 

２
億
７,
８
８
９ 

１,
７
７
７ 

１,
６
３
１   

１,
８
２
８ 

１
億
８,
６
２
５ 

７
６
１ 

６,
０
６
１ 

６
６
６ 

３,
２
３
４ 

９
６
９  

平
成
14
年
度

　
　
主
な
事
業
と
決
算
額

○補助費等（8億5,105万3千円）
　各種団体等に対する補助金や負担金等です

○普通建設事業費（7億6,541万9千円）
　公共施設や道路整備の工事に要する経費です

○人件費（7億6,409万円）
　職員の給与及び各種審議会委員等の報酬です

○物件費（6億2,747万9千円）
　各種事業の委託料や消耗品等の行政遂行に要する経費です

○公債費（5億9,106万9千円）
　町の借金にあたる町債の償還金です

○扶助費（3億9,572万8千円）
　児童手当等各福祉法等に基づく扶助に要する経費です

○繰出金（2億3,110万9千円）
　国保会計等の特別会計への繰出金です

○その他（1億4,365万3千円）
　投資及び出資金・貸付金（1億399万7千円）
　維持補修費（3,915万3千円）
　積立金（50万3千円）

（図-3）性質別内訳

決算額の推移 歳入 歳出

0

10

20

30

40

50

60
億円

14年度13年度12年度11年度10年度

44億1,065万円

41億1,373万円

55億4,662万円

52億2,380万円

47億922万円

43億9,686万円

46億9,831万円

46億4,558万円

46億4,558万円

43億6,960万円

44億1,065万円

41億1,373万円

55億4,662万円

52億2,380万円

47億922万円

43億9,686万円

46億9,831万円

46億4,558万円

46億4,558万円

43億6,960万円

︵
単
位
　
万
円
︶

‥
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一
般
会
計
決
算
状
況

●
労
働
費

　
・
持
家
住
宅
建
設
資
金
預
託
金 
 

●
農
林
水
産
業
費

　
・
生
産
調
整
地
域
と
も
補
償
推
進
助
成
金 

　
・
園
芸
作
物
出
荷
推
進
奨
励
金 

　
・
転
作
大
豆
推
進
奨
励
金 

　
・
転
作
団
地
化
推
進
奨
励
金 

　
・
新
潟
米
コ
ス
ト
低
減
総
合
対
策
事
業
補
助
金 

　
・
土
地
利
用
型
作
物
本
作
化
条
件
整
備
事
業
補
助
金 

　
・
国
土
調
査
費 

　
・
基
幹
水
利
施
設
管
理
事
業
費 

　
・
集
落
型
事
業
費 

 

●
商
工
費

　
・
商
工
会
補
助
金 

　
・
地
方
産
業
育
成
資
金
貸
付
金 

　
・
中
小
企
業
経
営
安
定
資
金
貸
付
金 

　
・
西
川
ま
つ
り
補
助
金 

 

●
土
木
費

　
・
消
雪
パ
イ
プ
敷
設
工
事 

　
・
橋
り
ょ
う
塗
装
工
事 

　
・
オ
ー
バ
ー
レ
イ
工
事 

　
・
町
道
舗
装
工
事 

　
・
町
道
改
良
工
事 

　
・
道
路
環
境
整
備
工
事 

　
・
県
道
改
良
工
事
負
担
金 

　
・
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
金 

 

●
消
防
費

　
・
消
防
事
務
組
合
負
担
金 

　
・
小
型
動
力
ポ
ン
プ
購
入
費 

 

●
教
育
費

　
・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
実
施
設
計
委
託
料 

　
・
語
学
指
導
費 

　
・
パ
ソ
コ
ン
使
用
料
（
小
学
校
費
） 

　
・
校
舎
屋
上
防
水
修
繕
工
事 

　
・
パ
ソ
コ
ン
使
用
料
（
中
学
校
費
） 

　
・
給
水
管
更
正
工
事
（
中
学
校
費
） 

　
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
講
師
派
遣
委
託
料 

　
・
町
民
プ
ー
ル
循
環
濾
過
材
取
替
等
工
事 

　
・
町
民
野
球
場
フ
ァ
ー
ル
ポ
ー
ル
等
改
修
工
事 

    

３,
５
２
１   

２,
０
１
５ 

６
２
７ 

２
９
５ 

６
５
１ 

７
５
６ 

２,
３
０
６ 

１,
６
３
６ 

１
億
２
４
３ 

８,
３
４
４   

９
４
３ 

５,
０
０
０ 

１,
８
０
９ 

４
０
８   

４,
１
５
９ 

６
６
２ 

１,
８
２
４ 

２,
１
２
５ 

３,
１
３
８ 

１,
１
６
８ 

４
４
５ 

２,
１
２
４   

２
億
６
１
９ 

２
６
７   

８
６
１ 

４
８
８ 

９
５
４ 

８
９
３ 

６
８
３ 

５
３
４ 

３
２
１ 

１
６
４ 

１
４
７ 

税収入の状況 町の財産町債現在高

債務負担行為

一般会計決算を町民一人当たりでみると344,932円（349,387円）
一世帯当たりでみると124万3,837円使われました

民 生 費

98,606円
（90,048円）

衛 生 費

35,562円
（34,366円）

農林水産業費

35,281円
（41,110円）

教 育 費

29,706円
（30,733円）

総 務 費

35,036円
（35,640円）

公 債 費

46,658円
（46,384円）

消 防 費

18,861円
（19,886円）

そ の 他

12,094円
（12,945円）

土 木 費

23,727円
（28,100円）

商 工 費

9,401円
（10,174円）

基 金

土 地

建 物

有 価 証 券

出 資 金 等

17億6,787万7千円

22万3,072㎡

4万3,644㎡

20万円

3,463万1千円

区 分

町 民 税

固定資産税

軽自動車税

市町村たばこ税

鉱 産 税

計

決　算　額

3億8,531万7千円

3億2,551万8千円

5,979万9千円

5億7,011万9千円

2,025万8千円

6,411万円

154万3千円

10億4,134万7千円

平成14年度末現在高
48億1,505万1千円
義務教育施設整備事業債
7億2,592万2千円

地域総合整備事業債　　
6億4,796万4千円

平成14年度における支出金
8,624万2千円

個人

法人

（　）：昨年度の決算額

う ち
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ガス売上 
3億91万円 

収　入
3億551万円

営業雑収益 
436万円 

営業外収益 
24万円 

原料ガス 
1億5,465万円 

支　出
2億7,788万円

収益的収入・支出

営業費用 
4,999万円 

減価償却費 
6,087万円 

純利益 
2,763万円 

営業外費用 
1,237万円 

企業債 
2,140万円 

工事負担金 
1,707万円 

消費税等調整額 
159万円 

収　入

留保資金 
4,066万円 

建設改良費 
6,096万円 

支　出

資本的収入・支出

企業債償還金 
1,976万円 

西
川
町
の
ガ
ス
供
給
戸
数
は
、
年
度
末
3,
4
5
0
件
で
前

年
度
よ
り
21
戸
（
0
・
6
％
）
増
加
し
、
年
間
販
売
量
に
つ
い

て
は
、
3
3
3
万
┄
で
前
年
度
よ
り
5
万
┄
（
1
・
4
％
）
の

増
加
と
な
り
ま
し
た
。  

供
給
の
安
定
と
保
安
の
確
保
を
図
る
た
め
、
押
付
・
六
分
・

見
帯
・
浦
村
・
升
岡
地
内
な
ど
で
ガ
ス
老
朽
管
の
敷
設
替
工
事

等
を
実
施
し
ま
し
た
。 

ガ
ス
事
業
会
計 

水道使用料 
2億7,300万円 

収　入
2億7,480万円

営業収益 
93万円 

営業外収益 
87万円 

減債積立金 
1,000万円 

営業費用 
9,922万円 

支　出
2億2,623万円

収益的収入・支出

減価償却費 
6,881万円 

純利益 
4,857万円 

営業外費用 
5,820万円 

企業債 
8,430万円 

工事負担金等 
3,015万円 

国庫補助金 
2,619万円 

消費税等調整額 
598万円 

収　入

留保資金 
7,759万円 

建設改良積立金 
1,000万円 

建設改良費 
1億7,711万円 

支　出

資本的収入・支出

企業債償還金 
6,710万円 

西
川
町
の
給
水
件
数
は
、
年
度
末
4,
0
7
3
件
で
前
年
度

よ
り
20
件
（
0
・
5
％
）
増
加
し
、
総
配
水
量
に
つ
い
て
は
、

1
6
3
万
┄
で
前
年
度
よ
り
2
万
┄
増
加
に
な
り
ま
し
た
。 

配
水
の
安
定
を
図
る
た
め
、
押
付
・
一
番
町
・
旗
屋
・
六
分
・

見
帯
・
浦
村
・
升
岡
地
内
な
ど
で
水
道
老
朽
管
の
敷
設
替
工
事

等
を
実
施
し
ま
し
た
。 

水
道
事
業
会
計 

歳　出 5億9,782万円

下水道管理費 1,870万円 

下水道建設費 
　　　　5億1,018万円 

歳　入 6億0,287万円

諸収入　　 1,588万円 

県補助金　　109万円 

繰越金　　　250万円 

使用料及び手数料 106万円 

分担金及び負担金 
　　　　　 7,918万円 

国庫補助金 
　　　　1億7,862万円 

一般会計繰入金 
　　　　　 2,124万円 

下水道債 
　　　　3億0,330万円 

公債費　　 6,894万円 

下
水
道
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
基
礎
と
な
る

重
要
な
施
設
で
す
。
限
り
あ
る
資
源
「
水
」
を
大

切
に
使
っ
て
い
く
た
め
に
公
共
用
水
域
の
水
質

保
全
を
急
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

平
成
14
年
度
は
主
に
工
事
に
伴
う
経
費
を
投

資
し
ま
し
た
。 

歳
入
総
額
は
、
6
億
0,
2
8
7
万
円
で
主

に
国
庫
補
助
金
と
下
水
道
債
で
す
。 

歳
出
総
額
は
、
5
億
9,
7
8
2
万
円
で
主

に
汚
水
幹
線
工
事
と
ガ
ス
水
道
管
移
設
補
償
料

で
す
。 下

水
道
事
業
会
計 



保険税 
3億2,300万円 
（36.9％） 

支払基金交付金 
6,891万円（7.9％） 

繰越金 
8,630万円 
（9.9％） 

その他収入 
7,080万円 
（8.1％） 

国・県支出金 
3億2,524万円 
（37.2％） 

保険給付金 
4億7,112万円 
（58.9％） 

老人保険搬出金 
2億4,881万円 
（31.1％） 

介護納付金 
4,753万円（6.0％） 

その他の支出 
2,437万円（3.0％） 

総務費 
　769万円 
　　（1.0％） 

医療費給付 
審査支払委託料 
葬祭費 
出産育児一時金 

医療費給付 
審査支払委託料 
葬祭費 
出産育児一時金 

4億6,263万円 
249万円 
330万円 
270万円 

歳 入

歳 出

8億7,425万円 7億9,952万円

210,000
（円） 

200,000

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

0
9

186,260186,260 184,993184,993

195,567195,567

207,252207,252

192,190192,190 192,134192,134

2,9162,916
2,9462,946

2,9832,983 2,9992,999 2,9942,994 3,0503,050

186,260

10

184,993

11

195,567

12

207,252

13

192,190

14年度 

192,134

国保1人当たり医療費の推移

3,300
（人） 

3,200

3,100

3,000

2,900

2,800

0
9

2,916

10

2,946

11

2,983

12

2,999

13

2,994

14年度 

3,050

国保医療対象被保険者数の推移
　　　　　　　　　　（月平均）

13

特
別
会
計
決
算
報
告

介護保険料 
8,435万円 

総務費 
1,564万円 

繰越金・諸収入 
518万円 

国庫支出金 
1億5,120万円 
国庫支出金 
1億5,120万円 

県支出金 
7,537万円 

繰入金 
1億597万円 

支払基金交付金 
1億9,671万円 

保険給付費 
5億9,768万円 

その他 
205万円 

財政安定化 
基金拠出金 
245万円 

支払基金交付金 
7億8,102万円 
（67.6％） 

国・県支出金 
3億766万円（26.6％） 

一般会計繰入金ほか 
6,716万円（5.8％） 

医療給付金 
11億1,215万円 
（97.32％） 

医療費支給費 
（柔整施術料ほか） 
629万円（0.6％） 

諸支出金ほか 
2,174万円（1.9％） 

総務費 
263万円（0.2％） 

入院 
入院外 
歯科 
調剤 
食事療養費ほか 

入院 
入院外 
歯科 
調剤 
食事療養費ほか 

5億1,202万円 
3億9,202万円 
5,377万円 

1億2,162万円 
3,272万円 

歳
入
総
額
は
、
6
億
1,
8
7
8
万
円
で
前
年
度
と
比
べ

て
9,
8
9
1
万
円
（
19
・
0
％
）
増
と
な
り
ま
し
た
。  

歳
出
総
額
で
は
、
6
億
1,
7
8
2
万
円
で
前
年
度
と
比

べ
て
1
億
3
1
1
万
円
（
20
・
0
％
）
増
と
な
り
ま
し
た
。 

制
度
も
徐
々
に
浸
透
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
利
用
者
お
よ

び
保
険
給
付
が
増
加
し
ま
し
た
。 

介
護
保
険
会
計 

国民健康保健会計 

歳入総額は、8億7,425万円で、前年度と比べて
1,035万円（1.2％）の増となりました。 
主な原因は、前年度繰越金が前年度と比較し
1,042万円（13.7％）増となったこと、国庫支出金が
前年度と比較し1,902万円（6.2％）の増となったこ
とによるものです。  
歳出では、7億9,952万円となり、前年度と比べて
2,192万円（2.8％）の増となりました。 
主な原因は、老人保健拠出金が前年度と比較し、
4,098万円（19.7％）増になったことによるものです。 

老人保健会計 

歳入は11億5,586万円で前年度と比べて7,896万
円（7.3％）の増となりました。  
歳出は11億4,281万円で前年度と比べて6,970万
円（6.5％）の増となりました。  
医療費は、11億1,215万円で前年度と比べて6,717
万円（6.4％）の増となりました。  
医療費の内訳は、入院が5億1,202万円、入院外
が3億9,201万円、歯科が5,377万円、調剤等が1億
5,433万円となりました。 

歳 入

歳 入

歳 出

11億5,586万円 11億4,281万円

586,180586,180
567,072567,072

611,011611,011

564,751564,751 571,963571,963

590,000590,000

1,5811,581
1,6771,677

1,7791,779 1,8271,827 1,8851,885
1,7261,726

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

（円） 

0
9

586,180

10

567,072

11

611,011

12

564,751

13

571,963

14年度 

590,000

老人1人当たり医療費の推移

介護給付費の内訳

要介護認定者数（平成15年3月末）

家庭に訪問するサービス
ホームヘルパー・訪問看護等 
3,088万円

施設サービス
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・ 
介護療養型医療施設 
3億7,798万円

短期入所
5,569万円

3,212万円
居宅介護支援
福祉用具貸与・住宅改修・ 
福祉用具購入費ほか 

483万円
高額介護

サービス費ほか

通所する
サービス
デイサー 
ビス等 
9,618
　　万円

2,000
（人） 

1,500

1,000

500

0
9

1,581

10

1,677

11 12

1,779

13

1,827

14年度 

1,885

老人医療対象人員の推移

1,726

歳 出第1号 
被保険者 

第2号 
被保険者 
 

合　計 

16 

0 

16

要支援 要介護 1
要介護 
2

要介護 
3

要介護 
4

要介護 
5 計 

97 

5 

102

73 

7 

80

49 

2 

51

66 

1 

67

50 

2 

52

351 

17 

368



14

西川町職員の給与等のあらましをお知らせします。　　　　　　　　　　　　
職員は、効率的な町政の執行にあたり、住民サービスの向上に努めていきます。

　※ 当初予算に計上された額であり、一般会計職員分です。

　※ 給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

⑴  人件費の状況（普通会計決算）

⑵  職員給与費の状況（普通会計予算）

⑶  職員の平均給料月額　平均給料月額および平均年齢の状況（平成15年4月1日現在）

⑷  職員の初任給の状況（平成15年4月1日現在）

⑸  一般行政職の級別職員数の状況（平成15年4月1日現在）

区　分

区　分

区　分

職員数

（Ａ）

住民基本台帳人口
（15．3．31 現在）

歳 出 額
（Ａ） 実質収支 人 件 費

（Ｂ）
人件費率
(B / A)

（参考）
13年度の人件費率

14 年 度

15 年 度 83人

1 2 , 6 6 8 人 4,369,731千 260,986千円 725,473千円 16.6％ 16.8％

給　　　　与　　　　費

給　　料

312,648千円 

職員手当

109,283千円

期末・勤勉手当

131,902千円

計　（Ｂ）

553,833千円 6,673千円

1人当たり給与費

（Ｂ／Ａ）

一　　般　　行　　政　　職 技　　能　　労　　務　　職

平 均 給 料 月 額

３１４,１８０円

３５９,９８１円

平 均 給 料 月 額

２２８,７９０円

３３６,１４２円

平 均 年 齢

３９.６歳

４２.８歳

平 均 年 齢

３８.５歳

４５.５歳

西 川 町

新 潟 県

区　　　　分

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

西　　　川　　　町 国

初  任  給

171,500円

149,200円

139,500円

136,700円

大 学 卒

短 大 卒

高 校 卒

高 校 卒

採用2年後

185,600円

161,000円

149,200円

146,200円

初  任  給

171,500円

149,200円

139,500円

136,700円

採用2年後

185,600円

161,000円

149,200円

146,200円

区　　　分

標準的な職務内容

職　　員　　数

構　　成　　比

１　級

主事補

０ 人

0 . 0 ％

0 . 0 ％

２　級

主　事

1 0 人

1 6 . 4 ％

1 8 . 8 ％

３　級

主　事

1 0 人

1 6 . 4 ％

1 5 . 6 ％

４　級

９ 人

1 4 . 7 ％

1 2 . 5 ％

５　級

1 7 人

2 7 . 9 ％

2 9 . 7 ％

６　級

参　事

４ 人

6 . 6 ％

9 . 4 ％

７　級

課　長

３ 人

4 . 9 ％

1 . 5 ％

８　級

課　長

８ 人

1 3 . 1 ％

1 2 . 5 ％

計

6 1 人

1 0 0 ％

1 0 0 ％
参
考 1年前の構成比

係　長
主　任

係　長
副参事
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町
職
員
の
給
与

⑹  職員手当の状況

⑼  定員適正化計画

⑺  特別職の報酬等の状況（平成15年4月1日現在） ⑻  定員の状況 部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

　平成12年に地方分権に対応した定員適正化計画を策定し、平成14年に行政改革大綱・実施計画の策定
に基づき見直しを行い、平成14年度から16年度までの３年間で一般行政職のおおむね３パーセント以上
を減員する目標を定めました。 （上段：計画、下段：実績）

期末手当

勤勉手当

退職手当

（15年度支給割合）
 　　　　　　期末手当　　　 勤勉手当

6月期　　　1.55月分　　　0.7月分
12月期　　　1.70月分　　　0.7月分
　計　　　　3.25月分　　　1.4月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（支給率）　  自己都合　　勧奨・定年
勤続20年　　 21.00月分　　28.875月分
勤続25年　　 33.75月分　　44.55 月分
勤続35年　　 47.50月分　　62.70 月分
最高限度額　 60.00月分　　62.70 月分
その他の加算措置　　定年前早期退職
　　　　　　　　　　特例措置
　　　　　　　　　　　（2％〜20％加算） 
退職時特別昇給　　　原則２号給

区　分

区　分

西　　　川　　　町

内　　　　　　　容

（15年度支給割合）
　　　　　　 期末手当　　　 勤勉手当

6月期　　　1.55月分　　　0.7月分
12月期　　　1.70月分　　　0.7月分
　計　　　　3.25月分　　　1.4月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（支給率）　  自己都合　　勧奨・定年
勤続20年　　 21.00月分　　28.875月分
勤続25年　　 33.75月分　　44.55 月分
勤続35年　　 47.50月分　　62.70 月分
最高限度額　 60.00月分　　62.70 月分
その他の加算措置　　定年前早期退職
　　　　　　　　　　特例措置
　　　　　　　　　　　（2％〜20％加算）
退職時特別昇給　　　原則１号俸

国

扶養手当

住居手当

通勤手当

・配偶者　14,000円
・その他の扶養親族２人まで　6,000円
・その他の扶養親族３人目から　5,000円
・借家　月額12,000円を超える家賃を支払っている
　　　　職員に家賃額に応じ、最高27,000円まで
・自宅　1,000円
　　　　新築・購入の場合は、5年間2,500円
・自動車等使用者の場合通勤距離に応じて
　　　　2,000円から20,900円まで支給
・交通機関等利用者の場合運賃等に応じて
　　　　最高50,000円まで支給

同

同

同

国の制度との異同 国の制度と異なる内容

区　　　　　分 報　　酬　　等

給  

料

報
　  

酬

期
末
手
当

町　　　　　長
助　　　　　役
収　　入　　役

議　　　　　長
副　　議　　長
議会運営委員長
常 任 委 員 長
議　　　　　員

町　　　　　長
助　　　　　役
収　　入　　役

議　　　　　長
副　　議　　長
議会運営委員長
常 任 委 員 長
議　　　　　員

761,000円
591,000円
533,000円

296,000円
235,000円
225,000円
225,000円
219,000円

6月期　　　　　1.7月分
12月期　　　　　1.8月分
　計　　　　　　3.5月分

6月期　　　　　1.7月分
12月期　　　　　1.8月分
　計　　　　　　3.5月分

｝ 

｝ 

平成13年 平成14年 平成15年 平成13年 平成14年 平成15年
職　員　数 対前年増減数

一般行政

特別行政

公営企業等

合　計

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
農林水産
商 工
土 木
小 計
教 育
消 防
小 計
水 道
下水道
その他
小 計

3
17

8
8
8
9
1
7

61
18

18
4
3

10
17
96

3
18

8
7
8
9
1
7

61
18

18
4
3

10
17
96

3
18

8
6
7
9
0
7

58
18

18
4
3

10
17
93

＋1

−5

−4

＋4
＋4
±0

＋1

−1

±0

±0

−1
−1

−1

−3

−3

部　　門

一 般 行 政

特 別 行 政

公 営 企 業 等

削 減 見 込 み

 ３％（約２人）以上

——

——

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
−2
−3
——
±0
——
±0

±0

——

——

±0

——

——

部  門
区  分



16

町
で
は
、
９
月
15
日（
敬
老
の
日
）

に
高
齢
者
の
長
寿
を
祝
福
す
る
た

め
、
本
年
度
に
77
歳
、
88
歳
、
95

歳
、
１
０
０
歳
に
な
ら
れ
る
方
々

に
長
寿
祝
金
を
贈
り
ま
し
た
。 

77
歳
と
88
歳
に
な
ら
れ
る
方
々

に
つ
い
て
は
、
地
域
の
民
生
委
員

を
通
じ
て
、
ま
た
、
95
歳
と
１
０

０
歳
の
方
々
に
つ
い
て
は
、
町
長

ま
た
は
助
役
が
訪
問
し
、
お
祝
い

の
言
葉
と
と
も
に
お
祝
金
を
贈
り

ま
し
た
。 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

77
歳
に
な
ら
れ
る
方

　
喜
寿
の
祝
い
　
１
１
９
名 

88
歳
に
な
ら
れ
る
方

　
米
寿
の
祝
い
　
　
　
33
名 

95
歳
に
な
ら
れ
る
方 

　
長
寿
の
祝
い
　
　
　
８
名 

・
本
田
　
甚
作
さ
ん
（
四
番
町
） 

　
　
明
治
41
年
12
月
１
日
生
ま
れ 

・
藤
崎
　
ハ
ル
さ
ん
（
八
番
町
） 

　
　
明
治
42
年
３
月
30
日
生
ま
れ 

・
苅
部
　
カ
ツ
さ
ん
（
旗
屋
） 

　
　
明
治
42
年
３
月
21
日
生
ま
れ 

・
筒
井
　
ヨ
キ
さ
ん
（
旗
屋
） 

　
　
明
治
42
年
１
月
20
日
生
ま
れ 

・
石
川
　
ヨ
シ
ノ
さ
ん
（
見
帯
） 

　
　
明
治
41
年
11
月
16
日
生
ま
れ 

・
前
山
　
ヨ
シ
さ
ん
（
桑
山
） 

　
　
明
治
42
年
１
月
２
日
生
ま
れ 

・
前
山
　
ヤ
マ
さ
ん
（
中
作
） 

　
　
明
治
41
年
６
月
20
日
生
ま
れ 

・
赤
川
　
　
稔
さ
ん
（
大
関
） 

　
　
明
治
41
年
６
月
19
日
生
ま
れ 

 

１
０
０
歳
に
な
ら
れ
る
方 

　
上
寿
の
祝
い
　
　
　
１
名 

・
深
川
　
ト
シ
さ
ん
（
押
付
） 

　
　
明
治
37
年
３
月
20
日
生
ま
れ 

   
深
川
ト
シ
さ
ん
の
長
寿
の
秘
訣 

 
深
川
さ
ん
に
長
寿
の
秘
訣
を
お

尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
何
事
も
気
に

せ
ず
、
自
由
に
生
き
て
い
く
こ
と

だ
そ
う
で
す
。 

趣
味
は
歌
を
歌
う
こ
と
、
食
べ

物
の
好
み
は
好
き
嫌
い
な
く
、
何

で
も
よ
く
食
べ
る
こ
と
だ
そ
う
で

す
。 

　
こ
れ
か
ら
も
お
体
を
大
切
に
し

て
、
日
本
一
の
長
寿
を
目
指
し
て

長
生
き
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

９月15日（敬老の日）に曽根小学校体育館を会場とし
て、敬老会が開催されました。 
今年は、昭和4年4月1日以前に出生された満75歳以上
の1,360人中、575人の方が、元気に来場されました。 
式典は、安沢町長のあいさつに始まり、森山町議会議
長、米山県議会議員の祝辞に続いて、めでたく結婚50周
年を迎えられた金婚ご夫妻32組を代表して旭泰輔さんはるのさんご夫妻（与兵衛野）に町から記念品の贈呈が
ありました。 
そして、出席者を代表して小林勢さん（八番町）が感謝の言葉を述べられました。 
その後、昼食時にアトラクションを開催し、西川中学校吹奏楽部、西川町文化協会に所属の剣舞道峰精館に
よる剣舞、お笑い事業団ニイガタによるお笑い舞踊、三味線演奏や高砂学級歌謡部・民謡部・舞踊部の皆さん
による唄・踊りが披露され、楽しいひとときを過ごしました。 
お年寄りの皆さん、いつまでもお元気で、そして来年もさらに多くの方がおいでになられますことを願って
います。 
また、ご多忙の中、お手伝いをしていただいたＪＡ西川女性部、各町内の日赤奉仕団員ならびにボランティ
アの皆さん、大変ありがとうございました。 
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冷
奴
話
題
上
手
に
そ
ら
さ
れ
て 

冷
奴
太
め
の
鉢
に
大
ぶ
り
に 

夏
草
の
覆
う
祖
先
の
墓
掃
除 

夏
草
や
小
蜘
蛛
糸
引
く
日
暮
れ
か
な 

冷
奴
ま
た
も
崩
る
る
老
の
箸 

女
ば
か
り
歯
に
衣
被
せ
ず
冷
奴 

夏
草
を
滑
る
が
ご
と
く
雲
の
影 

川
原
の
ひ
と
を
隠
し
て
夏
蓬 

草
茂
る
は
る
か
彼
方
は
広
き
浜 

踏
ま
る
る
も
踏
ま
れ
し
ま
ま
の
夏
の
草 

夏
草
の
か
げ
に
子
犬
の
つ
ぶ
ら
な
目 

夏
草
の
伸
び
の
早
さ
や
昨
日
今
日 

餌
を
食
む
乳
牛
の
群
れ
や
夏
の
草 渡

辺
　
湖
生 

川
崎
　
　
實 

小
林
　
正
義 

笹
川
カ
ツ
ヨ 

関
　
　
芙
美 

福
島
　
阿
支 

星
　
　
良
三 

森
　
　
　
武 

山
際
　
伝
市 

山
田
八
千
代 

渡
辺
　
紅
華 

市
橋
　
金
吾 

加
藤
　
静
江 

百
円
の
漢
字
辞
書
な
り
ON
す
れ
ば
三
文
字
か
五
文
字

さ
れ
ど
便
利
よ 

 

思
ひ
切
り
繁
葉
切
り
し
わ
が
小
庭
森
の
匂
ひ
の
し
る

く
漂
や
う 

 

日
除
け
撒
り
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
爽
や
か
な
朝
の
光
と

風
を
招
き
ぬ 

 

古
里
の
池
の
ク
レ
ソ
ン
摘
み
居
れ
ば
突
然
高
く
ミ
ン

ミ
ン
蝉
鳴
く 

 

朝
の
池
ひ
と
ひ
ら
お
ち
し
楓
の
葉
緋
目
高
と
共
に
遊

ぶ
が
に
見
ゆ 

 

久
し
か
る
青
空
飛
ぶ
か
蜻
蛉
の
と
ぶ
も
さ
び
し
く
冷

夏
の
夏
を 

 

夏
ら
し
き
日
の
な
き
ま
ま
に
刈
り
入
れ
の
時
の
待
た

れ
る
雨
の
降
り
ふ
る 

 

夜
を
通
し
鳴
く
虫
の
音
の
美
し
さ
に
し
ば
ら
く
聞
く

な
り
ひ
と
り
の
夕
を 

 

七
十
路
直
そ
こ
な
れ
ど
息
子
が
麻
痺
な
れ
ば
秋
空
仰

ぎ
つ
唯
々
生
き
た
し 

 

長
雨
で
爽
竹
桃
咲
き
き
ら
ず
蝉
の
泣
く
間
も
な
き
夏

終
る 

加
藤
ト
シ
子 

 

水
野
　
シ
ヅ 

 

森
　
　
　
武 

 

波
　
フ
サ 

 

朝
妻
　
シ
ン 

 

松
島
え
り
か 

 

葉
　
　
香 

 

大
野
　
友
子 

 

桜
　
み
な
よ 

 

上
山
　
恵
子 

ち  

う
し 

お
ん 

と 

く
わ 

こ 

　恩給受給者の死亡失権手続きが

簡単になりました。

　旧軍人軍属ご本人またはその遺

族の方で、恩給を受給していた方

が死亡した場合、その遺族または

相続人が、直接、総務省人事・恩給

局へ電話（☎03−5273−1400）し、

受給者名・死亡年月日・恩給証書

の記号番号等を伝えることにより、

失権届等の提出が不要になりまし

た。

　沖縄糸満市の平和記念公園内に、沖縄戦で亡くな
られた全ての方々の氏名を刻んだ記念碑「平和の礎（い
しじ）」があります。 
　このたび沖縄県では、碑の刻銘対象者の要件を大
幅に緩和し、対象範囲を広げ、該当する場合は追加
刻銘ができるようになりました。 
要件 
　昭和19年3月22日から昭和21年9月7日までの間、沖
縄県区域および南諸島周辺において、沖縄戦が原因
で亡くなられた方で、「平和の礎」に名前が刻銘され
ていない方 
問い合わせ 
　保健福祉課高齢者対策係　　　内線147 
　県高齢福祉保健課援護恩給室　☎025－280－5180

街
か
ど
ス
ケ
ッ
チ
・
文
芸
に
し
か
わ 
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消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から
適用されます。 
何が変わるのか、説明会に参加しましょう。 

・事業者免税制度の引き下げ
今までは、課税売上高が3,000万円を超えた場合、その2年後が課税事業者になりました。 
改正後は、課税売上高が1,000万円を超えた場合、その2年後が課税事業者になります。 

・簡易課税制度の適用上限の引き下げ
今までは、課税売上高が2億円以下の場合、簡易課税制度が選択できました。 
改正後は、課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度が選択できます。 

・商品やサービス等の取引価格の表示方法
平成16年4月1日から、取引価格の表示方法が「内税方式」に統一されます。ただし、消費税額を併記
することは認められます。 

Ⅱ　開催日程および会場（参加無料、どの会場でも出席できます。）

※開催時間は、各会場とも午後1時30分から3時30分です。

Ⅰ　消費税法の主な改正点

西蒲原郡連合商工会からのお知らせ

開催月日

10月16日㈭

10月17日㈮

10月20日㈪

10月21日㈫

10月22日㈬

10月23日㈭

10月24日㈮

10月27日㈪

10月28日㈫

10月29日㈬

開催会場

弥彦村商工会館

中之口村商工会館

味 方 村 公 民 館

潟東村商工会館

巻 町 商 工 会 館

分水町商工会館

月潟村商工会館

吉田町産業会館

西川町商工会館

岩室村商工会館

担当商工会

弥彦村商工会

中之口村商工会

味方村商工会

潟東村商工会

巻 町 商 工 会

分水町商工会

月潟村商工会

吉田町商工会

西川町商工会

岩室村商工会

ＴＥＬ

0256-94-2272

025-375-4181

025-372-3535

0256-86-2129

0256-72-2026

0256-97-2181

025-375-2405

0256-93-2609

0256-88-3646

0256-82-3209

ＦＡＸ

0256-94-4650

025-375-5224

025-372-2724

0256-86-2964

0256-73-2742

0256-98-5511

025-375-2923

0256-92-7661

0256-88-7554

0256-82-5010

平
成
15
年
度
西
川
竹
園
高
等
学
校

　
次
の
と
お
り
Ｐ
Ｔ
Ａ
文
化
講
演

会
を
開
催
し
ま
す
。
 

日
時
　
10
月
17
日（
金
） 

　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
 

場
所
　
本
校
第
2
体
育
館
 

演
題
　
「
せ
い
ろ
う
共
有
ひ
ろ
ば
 

　
　
　
　
み
ら
い
の
た
ね
 

に
つ
い
て
」
 

講
師
　
み
ら
い
の
た
ね
代
表
 

　
　
　
高
橋
勝
雄
さ
ん
 

　
　
　
※
講
師
の
ラ
イ
ブ
演
奏
も

　
　
　
　
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ
　
西
川
竹
園
高
校
 

　
　
　
☎
88
│
3
1
3
1

Ｐ
Ｔ
Ａ
文
化
講
演
会
の

お
知
ら
せ
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お
知
ら
せ
・
情
報

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を

一
部
公
費
負
担
で
接
種
で
き
ま
す

対
　
　
象
　
・
65
歳
以
上
の
方
 
 

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
の
身

体
障
害
者
手
帳
1
級
の
方
 

接
種
期
間
　
10
月
1
日
〜
3
月
31
日
 

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
備
え
11
月
30
日
ま
で
の
接

種
を
お
勧
め
し
ま
す
。） 

接
種
方
法
　
医
療
機
関
へ
行
く
前
に
、
必
ず
保
健
福
祉
課
保
健
衛
生
係

の
窓
口
で
、
接
種
券
・
予
診
票
な
ど
の
必
要
書
類
を
受
け
取

り
、書
類
に
記
入
後
、医
療
機
関
で
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

接
種
費
用
　
１,
０
５
０
円
 

注
意
事
項
　
こ
の
予
防
接
種
は
、
接
種
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
接
種
の
際
に
は
、
事
前
に
主
治
医
と
相
談
の
上

接
種
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ
　
保
健
福
祉
課
保
健
衛
生
係
　
内
線
１
４
５
 

小出町で開業している「ほんだ病院」の本田院長をお迎
えし、痴ほう症の症状・原因・予防法・対策についての講
演会を開催します。 
痴ほうで困っている方、関心のある方など、ぜひご参加
ください。 
 
日 　 　 時　10月15日（水） 
　　　　　　午後１時30分～３時30分 
　　　　　　（受付　午後１時10分～） 
会　　　場　保健センター 
内　　　容　初期痴ほうの症状・原因・予防などについて 
問い合わせ　保健福祉課　高齢者対策係　内線１４６ 
　　　　　　　　　　　　保健衛生係　内線１４４ 
 
※事前の申し込みは不要です。 
　当日直接会場へお越しください。 

農家の皆さん、稲刈り後の稲わ
らをどうしていますか？ 
稲わら・もみ殻は、有効な資源
です。 
秋すき込みによる土づくりや収
集による園芸・畜産への有効活用
を進めましょう。 
稲わら焼却等による煙は、人に
対して咳や目のしみ等の不快感を
与えるとともに、車の通行にも悪
影響が出るなど、生活環境に支障
を及ぼし、当町でも苦情が寄せら
れています。 
稲わら・もみ殻焼却は、絶対に
やめましょう。 

痴ほう予防講演会のお知らせ 

医
療
機
関
名

遠
藤
医
院

苅
部
医
院

信
楽
園
西
川
診
療
所

和
田
内
科
医
院

西
蒲
中
央
病
院

倉
品
医
院

電
話
番
号

８
８
‐
２
２
０
４

８
８
‐
２
０
５
７

８
８
‐
６
６
５
０

８
８
‐
２
１
３
４

８
８
‐
５
５
２
１

８
８
‐
２
２
７
２

予
約
の
要･

不
要

不
要要不

要要不
要要

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
可
能
町
内
医
療
機
関

※
町
外
の
医
療
機
関
で
も
接
種
で
き
ま
す
の
で
、 

　
保
健
福
祉
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 
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現
在
、
西
川
の
水
位
が
低
く

各
地
区
の
用
水
も
不
足
ぎ
み
で

あ
り
、
火
災
に
な
る
と
現
場
の

近
く
か
ら
取
水
で
き
な
い
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

火
の
取
り
扱
い
に
十
分
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

西
川
消
防
署

西
川
水
位
低
下
に
よ
る

火
の
用
心
の
お
願
い

　
ふ
れ
あ
い
芸
能
文
化
祭
開
催

に
伴
い
、
11
月
１
日︵
土
︶２
日

︵
日
︶は
西
川
荘
新
館
大
広
間
の

利
用
可
能
ス
ペ
ー
ス
が
約
半
分

に
な
り
ま
す
。
施
設
ご
利
用
の

方
々
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
当
日
は
、
多
く
の
作
品

が
展
示
さ
れ
ま
す
の
で
、
併
せ

て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

西
川
荘
か
ら
の

　
　
　
お
知
ら
せ

新
潟
都
市
圏
の
交
通
実
態
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
意 

見 

募 

集

県
で
は
、
国
・
関
係
市
町
村

と
と
も
に
新
潟
都
市
圏
の
交
通

計
画
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。 

平
成
14
年
10
〜
12
月
に
実
施

し
た
「
第
３
回
新
潟
都
市
圏
パ

ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
」
で
は
、

都
市
圏
に
住
む
約
６
万
２
千
人

の
方
か
ら
交
通
実
態
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

こ
の
た
び
、
調
査
結
果
の
分

析
か
ら
「
交
通
実
態
」
や
「
交

通
の
問
題
」
を
取
り
ま
と
め
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
で
き
ま
し
た

の
で
、
都
市
圏
住
民
の
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
役
場
企

画
課
、
県
地
域
振
興
事
務
所
で

入
手
で
き
る
ほ
か
、
新
潟
県
都

市
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。 

募
集
締
切
日 

　 
11
月
17
日（
月
） 

問
い
合
わ
せ 

　
県
都
市
政
策
課
内
　 

　
　
新
潟
都
市
圏
総
合
交
通
計

　
　
画
担
当 

　
T
E
L
 

　
　
０
２
５
ー
２
８
５
ー
５
５
１
１
 

　
　
　
内
線
3
3
1
3
 

　
F
A
X
 

 
　
０
２
５
ー
２
８
０
ー
５
７
１
８
 

10月は児童手当の
支給月です

児童手当の10月期は、15日

に各受給者の口座に振り込まれ

ますのでお確かめください。

今期の支払いは、平成15年6

月から9月までの4か月分です。

　なお、中途で受給資格を取得

された場合は、その月の翌月分

からとなりますし、中途で受給

資格を喪失された場合は、その

月分までとなります。

問い合わせ

　保健福祉課福祉係

　　内線142

子育てるんるん教室開催
町では、子育てをしている皆さんを対象に、自

由に集い学べる場を提供しています。
第3回目は次のとおりです。

日時　11月13日（木）午前10時〜午後1時
会場　保健センター　母子保健研修室
内容　・乳幼児の栄養について学びましょう
　　　　　　　　〜朝ごはん、なぜたべるの？〜
　　　・調理実習〜簡単にできるお魚料理〜
指導者　　石墨栄養士
　　　　　西川町食生活推進委員
参加料　300円（材料費）
持ち物

○エプロン○三角巾○ご飯またはおにぎり
○お子さんに必要な物（着替え、飲み物など）

申込期限　10月31日（金）
申し込み・問い合わせ
　　社会教育課（福祉会館内）
　　　☎88—２３３４

町でヨーガのサークルを始めて７年目にな
ります。

体位法、呼吸法、めい想を通して体調と気
持ちを整えます。20歳代から60歳代まで幅
広い年齢層の方が集まっています。

無理せずできる範囲でやっていますので、
どなたでも、いつからでも入会いただけます。

ぜひ一度体験してみてください。いつでも
お待ちしています。

練習日　毎週水曜日
時　間　午前10時〜11時30分
場　所　福祉会館２階和室大広間
会　費　月２,５００円
連絡先　重川　☎８８−２０３７

ヨーガを始めませんか！
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町民バレーボール大会
日　時　11月9日（日）　午前8時30分〜
会　場　西川中学校体育館
参加資格　町内に在住、通勤、通学もしくはクラ
　ブチームなどに加入している方で編成したチーム
試合方法
○6人制、ローテーションなしで、男子はバッ
クポジションに限ります。

○女子を常時3人以上プレーさせること。（女子
のみでも可）

○一般の部のみとし、クラス別はしない。
○予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦とす
る。

○ネットの高さは2ⅿ15㎝とする。
参加費　１チーム　500円（傷害保険料等）
申込み　参加申込書に参加費を添えて10月31日
　（金）までに公民館へどうぞ。
　　☎88−2334

平均寿命の伸長と出生率の低下を背景に急速な
高齢化が進むなか、2010年までに労働力人口の約
4人に1人が55歳以上の高齢者となる「超高齢社会」
になることが見込まれています。 
意欲ある人材の確保と、企業や地域社会の活性
化のため、65歳までの継続雇用の推進および求人
条件の年齢制限撤廃についてご理解・ご協力をお
願いします。 
なお、高年齢者等の雇用・就業対策や各種助成
金制度についてはハローワークまでご相談ください。 
問い合わせ 
　ハローワーク巻　☎72－3155

新潟県司法書士会、新潟県土地家屋調査士会等
の共催により「合同相談所」を開設します。 
相談ごとや心配ごとがありましたらお出かけく
ださい。 
なお、相談は無料で秘密は固く守られます。 

日時　10月20日（月）　午前10時～午後３時 
会場　西川荘旧館大広間 
相談員 
司法書士・土地家屋調査士・法務局職員・ 
人権擁護委員・心配ごと相談員・行政相談員 

問い合わせ　社会福祉協議会　　☎88－7735 
　　　　　　企画課企画広報係　内線２２１ 
　　　　　　保健福祉課福祉係　内線１４１ 

10月は高年齢者雇用促進月間 

合同相談所開設 

精神障害者授産施設

「角田の里」のバザーに 
　　　　ご協力をお願いします 
　11月3日（月）に巻町で巻町民祭が開催され、授

産施設「角田の里」で、不用品バザーがあります。

ご家庭で不用品（海苔・干ししいたけなどの乾物

やせっけんやタオル、シーツなど）がありました

ら、寄付をお願いします。なお、寄付物品は10

月24日（金）までに保健福祉課までご持参ください。

問い合わせ　保健福祉課保健衛生係　内線144

精神保健福祉サービスのひとつとして、昨年の

４月から市町村を窓口にホームヘルプサービスが

始まりました。精神障害をもつ方たちの生活を支

えるために、調理や掃除などの家事援助をお手伝

いする制度です。

精神障害をもつ方たちは、何もしたくない、眠

れない、なんとなくだるいなどのつらい症状のた

めに食事を作れない、掃除や洗濯ができないなど

生活に影響を及ぼすことがあります。家事を家族

だけで対応することが難しい場合や一人暮らしな

どで調理や洗濯などが自分でできない場合、ホー

ムヘルパーはとても心強い存在です。

また、ホームヘルパーを利用することで家事に

関心を持ち、生活力が身につくなどの効果も報告

されています。

ホームヘルプサービスを利用するためには、ま

ず“困っていること”を相談しあい、どんなこと

をどこまでお手伝いしてほしいのかを話し合う必

要があります。ホームヘルプサービスのご相談は

保健福祉課窓口で随時行っています。

問い合わせ

　保健福祉課保健衛生係　内線144

精神障害者を理解する　❼

〜ホームヘルプサービスについて〜

お
知
ら
せ
・
情
報
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食
生
活
改
善
推
進
委
員
お
勧
め

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
紹
介
1

      

　
秋
を
満
喫
し
な
が
ら
健
康
づ
く

り
を
し
ま
せ
ん
か
！
安
全
で
自
宅

か
ら
利
用
し
や
す
い
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
コ
ー
ス
を
３
回
に
分
け
て
ご
紹

介
し
ま
す
。 

  

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
効
用 

 

１
　
基
礎
代
謝
量
を
高
め
、
肥
満

を
予
防
。 

２
　
善
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｈ

Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
を
増

や
し
て
血
液
サ
ラ
サ
ラ
に
。 

３
　
自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
よ

く
し
て
、
ス
ト
レ
ス
発
散
。 

４
　
筋
力
ア
ッ
プ
で
心
も
体
も
元

気
に
。 

５
　
全
身
の
内
臓
機
能
ア
ッ
プ
。 

６
　
免
疫
力
ア
ッ
プ
。 

７
　
血
液
中
の
脂
肪
量
、
血
圧
の

調
整
で
生
活
習
慣
病
予
防
。
ほ

か 
  

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
留
意
事
項 

 

　
安
全
に
、
快
適
に
行
う
た
め
に
、

次
の
こ
と
を
、
留
意
し
ま
し
ょ
う
。 

１
　
治
療
を
受
け
て
い
る
方
は
、

主
治
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

　ふれあい公園を出発し、田園風景と弥彦山、

角田山をのぞみ、季節感を満喫できるコース

です。

鎧郷方面4,800歩コース

■

■ ■

文

文

③テニスコート

②栄橋

水道公園槇島
団地

⑤松・地蔵様

④鎧郷小学校

①だいろの家・ふれあい橋⑥

浄
水
場

矢島橋

ふれあい公園
勤労者体育センター

西川竹園高校

Ｊ
Ｒ
越
後
線

〒
西川郵便局

保
健
セ
ン
タ
ー

西
川
町
役
場

西　川

116
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ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
紹
介

２
　
自
分
の
ペ
ー
ス
で
行
い
、
徐
々

に
距
離
を
延
ば
す
。 

３
　
水
分
補
給
は
し
っ
か
り
と
。 

４
　
体
調
が
悪
い
と
き
は
や
め
る
。 

５
　
車
に
注
意
。 

６
　
転
倒
な
ど
し
な
い
た
め
に
、

足
元
に
用
心
。 

７
　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
前
後
に
ス

ト
レ
ッ
チ
体
操
を
行
い
、
疲
れ

を
翌
日
に
残
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。 

８
　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
用
の
く
つ
が

お
勧
め
で
す
。
膝
や
腰
に
負
担

が
か
か
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
現

在
膝
や
腰
の
痛
い
方
は
、
必
ず

医
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

９
　
姿
勢
は
楽
に
の
び
の
び
と
。 

 

　
さ
あ
楽
し
く
み
ん
な
で
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
！ 

史跡巡り12,000歩コース
　町にある史跡を巡りながら歩くコースで

す。最初は6,000歩程度の半分のコースか

ら始めましょう。

116

116

　
山
口
嵐
更
句
碑

　
曽
根
神
社

　
河
治
屋
横
駅
通

　

公
園

勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
■

■

■

■

■

ふ
れ
あ
い
公
園

西川竹園高校
文

文

文

〒
西川郵便局

ＪＲ 越 後 線

　
越
後
善
光
寺

　
源
助
の
首
塚

　
曽
根
代
官
所
跡

　
役
場
前

　
桑
山
諏
訪
社

西　川

善
光
寺
交
差
点

曽
根
小
学
校

←福祉会館保健センター

西
川
町
役
場

西
川
中
学
校

旗
屋
工
業
団
地

越後曽根駅

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩
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新
潟
み
ず
ほ
福
祉
会
文
化

祭
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。 

　
皆
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の

う
え
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

 

日
　
時 

　 
10
月
26
日（
日
） 

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時 

 

会
　
場 

新
潟
み
ず
ほ
園
、
第
２
み

ず
ほ
園
（
新
潟
市
小
見
郷

屋
） 

み
の
り
園
（
新
潟
市
藤
野

木
） 

 

開
催
内
容 

①
作
品
展
示
（
利
用
者
、
地

　
域
、
福
祉
機
器
） 

②
即
売
・
バ
ザ
ー
・
フ
リ
ー

　
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
野
菜
即
売 

 

問
い
合
わ
せ 

み
の
り
園 

☎
０
２
５
ー
２
６
２
ー
０
０
７
５ 

担
当
　
池
藤
・
岡
田 

新
潟
み
ず
ほ
福
祉
会

文
化
祭
・
バ
ザ
ー

　
　
　
　
　
の
ご
案
内

深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
ヤ
ミ
金
融
問
題
に
対
処
す
る
た

め
、
ヤ
ミ
金
融
対
策
法
（
貸
金
業
規
制
法
及
び
出
資
法
等
の
一
部
改
正

法
）
が
成
立
し
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
（
２
、
３

お
よ
び
５
は
９
月
１
日
に
施
行
）。 

１
　
貸
金
業
登
録
制
度
の
強
化

　
貸
金
業
登
録
の
審
査
に
つ
い
て
、
申
請
者
等
の
本
人
確
認
を
義
務
化

す
る
と
と
も
に
、
人
的
要
件
（
例
え
ば
、
暴
力
団
員
の
排
除
）
の
強
化

や
財
産
的
要
件
の
追
加
、
各
営
業
店
へ
の
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
の
設

置
の
義
務
付
け
に
よ
り
、
さ
ら
に
厳
格
な
登
録
審
査
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。 

２
　
罰
則
の
大
幅
な
引
上
げ

　
高
金
利
貸
付
け
、
無
登
録
営
業
に
関
す
る
罰
則
が
大
幅
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
高
金
利
を
要
求
す
る
行
為
そ
の
も
の
も
罰
則
の
対
象
と
な
り

ま
し
た
。 

・
高
金
利
違
反
┰
５
年
以
下
の
懲
役
、
１
千
万
円
（
法
人
の
場
合
３
千

万
円
）
以
下
の
罰
金 

・
無
登
録
営
業
┰
５
年
以
下
の
懲
役
、
１
千
万
円
（
法
人
の
場
合
１
億

円
）
以
下
の
罰
金 

３
　
違
法
な
広
告
、
勧
誘
行
為
の
規
則

無
登
録
業
者
の
広
告
、
勧
誘
行
為
に
つ
い
て
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

・
罰
則
の
新
設
┰
百
万
円
以
下
の
罰
金 

４
　
違
法
な
取
立
行
為
の
規
制
強
化

　
正
当
な
理
由
の
な
い
夜
間
の
取
立
て
、
勤
務
先
等
居
宅
以
外
へ
の
電

話
や
訪
問
、
第
三
者
へ
の
弁
済
の
要
求
な
ど
行
っ
て
は
な
ら
な
い
取
立

行
為
の
具
体
例
に
つ
い
て
、
法
律
で
明
確
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
罰
則

も
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た（
無
登
録
業
者
の
行
為
も
罰
則
の
対
象
と
な

り
ま
す
）。 

・
罰
則
の
引
上
げ
┰
２
年
以
下
の
懲
役
、
３
百
万
円
以
下
の
罰
金 

５
　
年
利
１
０
９
・
５
％
を
超
え
る
利
息
で
の
貸
付
契
約
の
無
効
化 

　
貸
付
業
者
が
年
利
１
０
９
・
５
％
を
超
え
る
利
息
で
の
貸
付
契
約
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
は
無
効
で
あ
り
、
利
息
に
つ
い
て
は
一

切
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

問
い
合
わ
せ 

県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
課 

☎
０
２
５
ー
２
８
５
ー
６
９
６
６ 

貸
金
業
規
制
法
改
正

今
回
は
﹁
高
齢
者
の
健
康
と

食
生
活
﹂
を
テ
ー
マ
に
保
健
委

員
と
合
同
で
行
わ
れ
た
研
修
会

の
内
容
を
お
伝
え
し
ま
す
。

 

高
齢
期
の
食
生
活
の
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
学
習

し
ま
し
た
。 

１
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事 

２
規
則
正
し
い
食
事 

３
食
べ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
。
で

も
少
食
は
だ
め
。 

４
魚
、
肉
、
卵
、
大
豆
製
品
の
ど

れ
か
を
食
べ
よ
う 

５
油
は
植
物
性
油
を 

６
新
鮮
な
野
菜
、
果
物
も
欠
か

さ
ず
に 

７
牛
乳
、
乳
製
品
は
積
極
的
に 

８
塩
辛
い
食
事
は
控
え
て 

９
便
秘
と
下
痢
に
は
水
不
足
に

注
意 

次
に
調
理
実
習
を
行
い
ま
し

た
。
作
っ
た
献
立
は
、
さ
つ
ま

い
も
ご
は
ん
・
か
き
た
ま
汁
・

肉
だ
ん
ご
の
も
ち
米
蒸
し
・
ヘ

ル
シ
ー
サ
ラ
ダ
・
和
菓
子
「
萩

の
里
」
で
す
。
こ
の
中
か
ら
薄

味
で
も
お
い
し
い
か
き
た
ま
汁

を
紹
介
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　

・ 

ほ
う
れ
ん
草
　
60
ｇ 

・ 

卵
　
　
　
　
　
１
個 

・ 

生
し
い
た
け
　
２
枚 

・ 

み
ょ
う
が
　
　
１
個 

・ 

し
ょ
う
油
、
酒 各

小
さ
じ
１
杯 

・ 

塩
　
　 

小
さ
じ
１
／
３
杯 

・ 

片
栗
粉
　 

小
さ
じ
１
杯
強 

・ 

出
し
昆
布
　
　
５
ｇ 

・ 

か
つ
お
節
　
　
10
ｇ 

・ 

水
　
　
　  

３
・
５
カ
ッ
プ 

  

①
ほ
う
れ
ん
草
は
ゆ
で
て
３
㎝

に
切
る
。
し
い
た
け
、
み
ょ

う
が
は
千
切
り
に
す
る
。 

②
３
・
５
カ
ッ
プ
の
水
で
昆
布

と
か
つ
お
節
で
だ
し
を
と
る
。 

③ 

だ
し
汁
で
し
い
た
け
を
煮
て
、

調
味
料
を
加
え
る
。
味
見
を
し
、

良
け
れ
ば
水
溶
き
片
栗
粉
で

と
ろ
み
を
つ
け
、
卵
を
流
し

入
れ
る
。 

④
ほ
う
れ
ん
草
を
加
え
、
盛
り

つ
け
後
、
み
ょ
う
が
を
添
え

る
。 
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●納税する税目
　町県民税（第3期分）
　国民健康保険税（第7期分）
　介護保険料（第7期分）

●納期限
　　10月31日（金）
　・納期限までに忘れずに

納税しましょう。

・窓口払いの方は、納税通知書をお持ちのうえ金融機関で納め
てください。

・口座振替の方は、お手数でも預金残高をお確かめください。
・口座振替日は10月31日（金）です。振替できなかった方の

再振替日は、郵便局の方は11月10日（月）、その他の金融
機関の方は11月17日（月）となっています。

・口座振替のおすすめ
　納税は、便利で安全な口座振替をご利用ください。
　手続きは、金融機関の窓口で行ってください。

10月の納税

入 札 結 果 公 表
入札日 工　　事　　名 場　所 工事費 工　期 業 者 名

9. 2 町道第844号線
道路改良工事

1,207 〜
15. 9. 2

15.10.31
（株）八百板組

今回の期間と内容は次のとおりです。24時間いつでもご利用いただけます。

問い合わせ　曽根保育園（☎88—2112）までお願いします。

期　間

9月29日〜10月13日

10月14日〜10月26日

内　　　容

絵本好きな子どもにするには

言葉の能力を伸ばす

子育てテレフォンサービス
　毎月第4水曜日に住民票等交付窓
口を午後7時まで延長しています。
　　　 （10月は22日です。）
取扱業務は、
　戸籍謄・抄本 / 住民票 / 印鑑登録 /
　印鑑証明 / 年金現況証明　です。
　どうぞご利用ください。

住民課窓口からのお知らせ

下 組
地 内

（百万円以上）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

9. 2 消雪パイプ用削井
(補助第3工区)工

6,405 〜
15. 9. 2

15.11.10

（株）新研基礎
コンサルタント

第一区
地 内

6

9. 9 町道第951号線
道路改良工事

47,775 〜
15. 9. 9

16. 3.25
（株）八百板組・七番町

地 内
10

9.12 消雪パイプ削井
(第2工区)工事

6,300 〜
15. 9.12

15.10.24
新津さく泉（株）真 田

地 内
6

9.12 消雪パイプ削井
(第3工区)工事

6,247 〜
15. 9.12

15.10.24
中越大栄工業（株）真 田

地 内
6

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（升潟
第1工区）

11,025 〜
15. 9.18

15.12.19
（株）吉田建設中 村

地 内
7

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（升潟
第2工区）

15,015 〜
15. 9.18

15.12.19
（株）志登屋工業

中 村 ・
三 ッ 屋
地 内

7

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（升潟
第3工区）

9,954 〜
15. 9.18

15.12.19
（有）古島設備三 ッ 屋

地 内
7

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（升潟
第4工区）

5,145 〜
15. 9.18

15.12.19
（有）タ ム ラ中 村

地 内
6

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（升潟
第6工区）

4,935 〜
15. 9.18

15.12.19
（有）渡辺設備工業中 村

地 内
6

9.16
ガス・水道老朽管
敷設替工事（押付
第4工区）

10,343 〜
15. 9.18

15.12.19
小林設備工業押 付

地 内
7

9.18 老朽管敷設替工事
設計委託（その2）

3,570 〜
15. 9.19

16. 3.25

（株）日 本 海
設 計 事 務 所

西 川 町
地 内

6

☎88ー5560

指名
業者数

新着図書のごあんない
★児童書★
ミラクルボーイズ　ジャクリーン・ウッドソン薯（理論社）

ニューヨーク145番通り

ウォルター・ディーン・マイヤー薯（小峰書店）

アフリカゾウ56頭移動大作戦　神戸俊平薯（学習研究社）

おにいちゃんといっしょ　ウルフ・スタイク薯（小峰書店）

お日さまをみつけたよ

Ｍ・ミトゥーリチ/松谷さやか薯（福音館書店）

かえるの平家ものがたり　　　日野十成薯（福音館書店）

ちょっとそこまで　にいがたさんぽ

正道かおる/佐野昌子薯（ＢＳＮ新潟放送）

土はいのちのみなもと　生ゴミはよみがえる

菅野芳秀薯（講談社）

もうひとりの息子　ドリッド・オルガット薯（さ・え・ら書房）

秘密が見える目の少女　リーネ・コーバベル薯（早川書房）

光をはこぶ娘　　　　　　　Ｏ．Ｒ．メリング薯（講談社）

雲の飼い方　　　　　　　　　   渡辺わらん薯（講談社）

こわがりのかえるぼうや

キティ・クローザー薯（徳間書店）

ピクニックにいこう！　パット・ハッチンス薯（徳間書店）

お
知
ら
せ
・
入
札
結
果
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立川　幹也くん　あや音ちゃん　郁也くん▲
（4歳4か月） （2歳2か月）（7か月）

　お兄ちゃんについていきたくて仕方のない郁也。寝返り
ゴロゴロ何にでも興味津々のあや音。そして小さな弟・妹
の面倒をみてくれる幹也。かわいく愛しい我が子たち。
　パパとママの元気のモトは3人の笑い声とチューしたく
なる笑顔。たまにアッと驚くいたずらもしてくれるけど、
3人は私達のたからもの！西川町に越してきてもうすぐ2年。
暖かい人たちに囲まれ子どもたち共々成長していきたいです。

立　川　哲　也さん（旗屋）
　亜紀子さん　　　　

このコーナーに登場してくれるちびっこ・赤ちゃん・ペット
を募集しています。企画課まで連絡してください。

No.624

氏　　名 誕生日 保護者 町　内 

氏　　名 年齢 亡くなった日 世帯主 町　内 

の　の　か    

な　な　こ　 

きよ　　　か    

え　み　り   

8／ 

8／ 

8／ 

9／ 

24 

30 

31 

13

順 次  

哲 哉  

一 久  

高 広  

新 川  

川 崎  

真 田  

上 組  

名前（旧　姓） 世帯主 町　内 

渡 邉 　 拓  
（片桐）里　美 

山 形 昭 作  

岡 村 省 二  

鈴 木 キ ク  

本 間 　 縁  

小 林 柾 一  

五十嵐　孫二郎 

本 人  

本 人  

辰 雄  

清 一  

本 人  

本 人  

東 町  

大 潟  

下 山  

六 分  

矢 島  

旗 屋  

8／ 

8／ 

9／ 

9／ 

9／ 

9／ 

76 

77 

86 

19 

84 

74

20 

26 

5 

7 

17 

17

（9月末日現在）

6,091人
6,547人

12,638人
（前月比−11）

3,521
（前月比＋4）

17人
31人

8人
5人

男
女
計

世帯数

転　入
転　出
出　生
死　亡

【談】「はみがきをしているわたし」
　大きな口をあけて、いっしょうけんめいにはをみがいて
いるところをかきました。一ぽん一ぽんていねいにみがい
ています。
　かおのいろをどうしたらいいのかわからなくて、ともだ
ちにききながらやったら、じょうずにできました。大きな
かおがかけてよかったです。

伊 藤 彰 浩  
（八百板）栄　子 

渡 邉 　 都  

内 藤 俊 男  

八百板大三郎 

曽
根
小
学
校
１
年

鈴

木
　
鏡

菜
さ
ん

︵
東
町
︶

（花見の里） 

（　井）大　樹 
内 藤 悠 子  

与兵衛野 

　第三区 

六 分  

多　賀　野乃花 

樋 浦 七 虹  

　 井 清 花  

渡　邉　絵美里 


